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大久保浄化センターに係る地元自治会との合意について 

 

平成４ 年１ 月 28 日付けで八木自治会と 締結し た「 大久保浄化セン タ ーの設置及び維持管理

並びに浄化センタ ー建設に伴う 周辺環境等に関する協定」（ 以下、「 協定」 と いう ） に基づき

設置し た大久保浄化セン タ ー水処理施設屋上の地元開放施設（ テニスコ ート 及び多目的広場

（ 遊具、 砂場、 パーゴラ 等）） は、 雨漏り 等の補修のため令和６ 年３ 月 31 日を も っ て、 使用

を 中止し 、 補修方法や将来の利用方法に関する検討を 進めてまいり まし た。  

こ の度、 当自治会の意向が示さ れ、 合意書を 締結し まし たので報告いたし ます。  

 

１ 八木自治会の意向 

① 補修後は自治会と し て当該施設を利用し ない。  

② 引き 続き 周辺環境と の調和、 環境への配慮を 念頭に整備するこ と  

③ 一般開放施設と し て利用さ れるこ と がないこ と  

※別紙１ 「 大久保浄化センタ ー水処理施設屋上の地元開放施設の今後の利用について 

（ 令和７ 年 10 月 21 日）」 のと おり  

 

２ 合意書 

( 1)   合意書の内容 

別紙２「 明石市大久保浄化センタ ー敷地内に設置さ れているテニスコ ート 及び多目的広

場の廃止に関する合意書」 のと おり  

( 2)   概要 

① 協定に基づく 当該施設の再設置を行わない。  

② 「 明石市大久保浄化センタ ー地元開放施設管理運営に関する覚書（ 平成 17 年４ 月１

日）」 を 失効する。  

 

３ 跡地利用 

当該施設は令和６ 年３ 月議会において、 雨漏り 補修後も 継続使用する こ と を 要望する

請願が採択さ れており 、 再整備に向けた検討を 進めてまいり まし たが、 市民が利用する

ための安全を 確保でき る補修を 行う には相当の費用を 要する ため、 今後は八木自治会と

の同意に基づき 、周辺環境と の調和・ 環境への配慮を 図り つつ、民間提案制度による提案

等も 含め、 持続可能な下水道事業に供する 目的と し ての活用について検討し てまいり ま

す。  
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